
 

■ (新)地域観光への支援                         

  長引くコロナ禍の影響により、需要の落ち込んだ県内宿泊旅行業の回復を支援するた 

め、感染状況を見極めつつ、新たな観光需要の創出に向けた取組を実施 

  ○ 内   容 県内全域で国の示す感染状況の指標がステージⅡ相当以下となる 

ことを条件として、以下事業を実施 

区 分 旅行・宿泊代金割引 クーポン券配布 

概 要 

県民に販売する県内旅行・宿泊代金の割引を

支援 

※日帰り旅行も対象 

※前売り宿泊券等も可能 

※業務上の長期滞在は対象外 

左記割引を受ける宿泊旅行者に対して旅行期

間中に使用可能なクーポン券を配布 

※日帰り旅行は対象外 

支 援 

金 額 

 

旅行･宿泊代金（１人泊） 支援金額 

10,000円以上 5,000円 

8,000円以上 10,000円未満 4,000円 

6,000円以上 8,000円未満 3,000円 

4,000円以上 6,000円未満 2,000円 

※旅行・宿泊代金の 1/2を基本とし、区分に

応じた定額支援 

 

旅行・宿泊代金（１人泊） ｸｰﾎﾟﾝ金額 

15,000円以上 2,000円 

10,000円以上 15,000円未満 1,000円 

 

 
 

対 象 県内居住者 

実 施 

期 間 

ステージⅡ相当以下を条件に開始～12月末宿泊分まで（予定） 

※8/31までの予約・販売分のみ 

実施手法 民間事業者に委託（公募） 

 

 

■(新)宿泊業者による前向きな事業継続への支援 

   宿泊事業者が感染拡大防止策の強化等に取り組む費用を支援 

  ○ 対 象 経 費 ・感染症対策に資する物品の購入等（CO₂濃度測定器、ｻｰﾓｶﾒﾗ等） 

         ・感染症対策の専門家による検証経費 

         ・ワーケーションスペースの設置や環境整備に必要な経費 

         ・非接触チェックインシステム、キャッシュレス決済導入経費等 

          ※がんばるお店・お宿応援事業等との重複申請は不可 

  ○ 対 象 期 間 令和２年５月 14日から令和３年 12月末まで 

 ○ 補助対象限度額 10,000千円 

○ 補 助 率 大規模施設(100 室以上) 3/5（国 1/2、県 1/10、事業者 2/5） 

        中規模施設(31～99 室) 2/3（国 1/2、県 1/6、 事業者 1/3） 

        小規模施設(１室～30室) 3/4（国 1/2、県 1/4、 事業者 1/4） 

        ※県費による上乗せは制度創設日（R3.6.9予定）以降実施分 

  〇 実 施 手 法 ひょうご観光本部へ委託 


